
中小企業の経営の改善及び
地域の活性化のための取組の状況

１． 中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ。）の経営支援に関する取組方針

　当金庫は、地域密着型金融（リレーションシップ・バンキング）の機能強化に積極的に取り組んでおります。
　地域のお客さまの抱える課題に対して、金融機能の提供のみならず、非金融面を含めた情報・サービス提供力を一層強
化し、今後ともお客さまとの安定的かつ円滑な取引関係の維持・構築に努めてまいります。

　地域のお客さまの抱える課題に対して、金融機能の提供のみならず、非金融面を含めた情報・サービスの提供力を一
層強化し、その課題を解決して新たな資金需要に対応することとしております。

２． 中小企業の経営支援に関する態勢整備（外部機関・外部専門家との連携を含む。）の状況

　地方公共団体および中小企業活性化協議会ならびに公認会計士等との連携を密にし、継続的な整備を図っております。

3. 中小企業の経営支援に関する取組状況（支援内容・外部機関・外部専門家等との連携、取組事例等）

　日常的・継続的な関係強化に努め、企業の経営目標や課題把握・分析ならびに企業のライフステージ等の見極めを
行い、コンサルティング機能を発揮し、経営安定および経営改善支援に取り組んでおります。
　
⑴　創業・新事業開拓の支援
①　公認会計士の協力を得て年８回「経営相談室」を開催している他、年１回定例で「中小企業財務セミナー」を開催し
ております。創業支援に特定したセミナーおよび説明会は実施しておりませんが、各営業店（認定経営革新等支援機
関）において広く相談を受け付け、アドバイス等にあたっております。

⑶　経営改善・事業再生・業種転換等の支援
①　お取引先の中で経営課題を有している先を「経営改善支援先」として位置付けし、経営課題等の共有化を行い、
解決に向けた方向性のアドバイス等（企業支援・経営改善計画書策定等）にあたっております。

②　青森県中小企業活性化協議会ならびに公認会計士等の協力を得て、経営改善・事業再生・業種転換等の支援を
行っております。

②　産学官連携（ひろさき産学官連携フォーラム、平川市、五所川原市、国立大学法人弘前大学等）により、新事業創出
支援等に取り組んでおります。

⑵　成長段階における支援
①　経済産業省中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（中小企業119）および、（公財）21あおもり産業総
合支援センター（青森県よろず支援拠点）を活用し、専門家派遣による経営指導等により新たなビジネスの創造と経
営革新等のサポートをさせていただいております。

②　ビジネス・マッチングに関する取り組みとして、青森県信用金庫協会主催の「中小企業経営力強化研修会（しんきん
拠点研修）」等を活用し、専門家による活性化プランの策定とアドバイスを行い、販路開拓および地場特産品のブラ
ンド化支援等を行っております。

③　「ビジネスマッチ東北（東北地区信用金庫協会主催）」、「“よい仕事おこし”フェア」、「東海地区ビジネスフェア（東海
地区信用金庫協会主催）」「『青森の正直』商談会（青森の正直商談会実行委員会主催）」等への企業出展のフォロー
アップとサポートに取り組んでおります。

【経営相談室】
　2022年度開催回数8回、相談先合計30先

【中小企業財務セミナー】
　2022年度開催セミナー
　「急がれる『消費税インボイス制度とポストコロナにおける経営』への対応」

【ビジネスマッチ東北２０２２秋（東北地区信用金庫協会主催）】

【中小企業経営力強化研修会（しんきん拠点研修）】　
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４． 地域の活性化に関する取組状況

⑴　関連機関との連携を図り、地域的、広域的な活性化支援を行っております。
弘前市誘致企業懇談会、弘前市創業支援事業、弘前圏域空き家・空き地バンク協議会、ClanPEONY津軽、弘前市

生涯活躍のまち推進地域再生協議会等、地域の活性化事業に参画協力しております。

⑵　地域活性化に関する事業に対して、情報、ノウハウ、人材の提供を行っております。
青森県農林水産部あおもり食品産業振興グループとの連携で「食産業コラボマーケット」、「あおもり新商品お披

露目会」、「『青森の正直』商談会」等物産展開催への参画のほか、青森県プロフェッショナル人材戦略拠点協議会委
員として首都圏からの県内中小企業への人材受け入れや、弘前市インバウンド推進協議会の参与として観光誘致等
にも参画協力しております。

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』
の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための
態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や
財務状況等の状況を把握し、同ガイドライン等の記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

「経営者保証に関するガイドライン」への取組

お客さまの課題解決等コンサルティング機能発揮の一環として、年４回
地域内景気動向調査を実施し公表しております。

● 調査地域 : 当金庫営業区域７市町村（弘前市、黒石市、平川市、
　　　　　     五所川原市、大鰐町、藤崎町、田舎館村）
● 調査方法 : 上記地域内２９１社から当金庫営業店の調査員による
　　　　　　　聞き取り調査。
● 分析方法 : 各質問事項で、変化なしとした回答部分を除いて、「増加
　　　　　　 （上昇）」「やや増加（やや上昇）」したとする回答と、「減少
　　　　　　 （下降）」「やや減少（やや下降）」したとする回答の構成比
　　　　　　  との差（判断D.I.）を中心に分析。

景気動向調査

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）

2022年度
161件

22.93％
44件
0件

※　本ガイドライン等の詳細については、ホームページをご覧いただくか、各営業店にお問い合わせください。

【 調 査 概 要 】

※　調査結果については、ホームページをご覧いただくか、各営業店にお問い合わせください。

業況レポート

○ 『東奥信用金庫コンプライアンス課』連絡先
TEL：0172-34-8409
（受付日時：信用金庫営業日　9：00～17：00）
FAX：0172-33-8403
受付媒体：電話、手紙、ファクシミリ、ホームページ、面談

○ 『全国しんきん相談所』連絡先
住所：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
TEL：03-3517-5825
受付日時：月～金（祝日、12月31日～1月3日を除く）
　　　　 9：00～17：00
受付媒体：電話、手紙、面談

苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当金庫では、お客さまからの相談・苦情・紛争等のお申し出に迅速・
公平かつ適切に対応するため、金融ＡＤＲ制度（裁判外の紛争解決
制度）を踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、
もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めております。
お客さまからの苦情等は営業店またはコンプライアンス課、
あるいは一般社団法人全国信用金庫協会が運営する『全国しんきん
相談所』をはじめとする他の機関でも受け付けしております。また、
紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を
利用することもできますので、コンプライアンス課または下記『全国
しんきん相談所』へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し
立ていただくことも可能です。
なお、弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さ

まにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利
な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京
以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等
を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方
法（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会については、
あらかじめ東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、
全国しんきん相談所または当金庫コンプライアンス課にお尋ねくだ
さい。

※　詳細については当金庫ホームページ、および各営業店に備え付けておりますポスター・パンフレットでご確認いただけます。

反社会的勢力との関係遮断に向けた
取組

当金庫では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（犯罪対策閣僚会議幹事会申
合せ）等を踏まえ、暴力団等を始めとする反社会的勢力との関係遮断のための取り組みを積極的に推進しております。
その取り組みの一環として、平成22年10月1日より普通預金規定等に「暴力団排除条項」を盛り込み、平成24年9月には会員か
らの反社会的勢力排除を目的として定款の変更を行っております。これらにより、口座開設・会員加入等お申込みの際には、お客さ
まが反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくこととなりました。
これにより、取引開始後に申込時の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合には、すべての取引・
契約を停止または解約させていただくこととなります。
本取り組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力くださいますようお願いいたします。

名称

住所

TEL

受付日・時間

○ 各弁護士会連絡先

東京弁護士会紛争解決センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

03-3581-0031

月～金（祝日、年末年始除く）
9：30～12：00、13：00～16：00

第一東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

03-3595-8588

月～金（祝日、年末年始除く）
10：00～12：00、13：00～16：00

第二東京弁護士会仲裁センター

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

03-3581-2249

月～金（祝日、年末年始除く）
9：30～12：00、13：00～17：00

【苦情等への取組体制】

お 客 さ ま

営業店 関係部署

弁護士会仲裁センター等（注2）

全国しんきん相談所（注1）

コンプライアンス課
（主管部署）

常　勤　会

内
部
監
査

紛
争
解
決（
現
地
調
停・移
管
調
停
）の
申
立
て

検証

苦
情
等
の
お
申
し
出

連
携

連携

連
携

報
告・連
絡

話
し
合
い

適
切
な
説
明・他
機
関
の
紹
介

話
し
合
い

苦
情
等
の
お
申
し
出

苦
情
等
の

お
申
し
出

検
討・見
直
し 紛

争
解
決
へ
の
対
応

報
告・連
絡

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ
依
頼

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ

連
携

（注1） 全国しんきん相談所

 ・青森県弁護士会（現地調停）
 ・仙台弁護士会　（移管調停）

（注2） ・東京弁護士会　　　紛争解決センター
 ・第一東京弁護士会　仲裁センター
 ・第二東京弁護士会　仲裁センター

経営支援・金融ADR
2 0 2 ３


